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共生社会の形成に向けた
インクルーシブ教育システム

～Ｑ＆Ａ編～

※｢平成27年度 合理的配慮普及推進セミナー｣(文部科学省)資料等参考に作成

講義パッケージ４

愛媛県総合教育センター

相談支援部 特別支援教育室

◆本日の研修では、合理的配慮や基礎的環境整

備に関することを、質問・解答形式で説明しま

す。 

◆用語の表記について、愛媛県教育委員会で

は、平成28年４月１日より障害のがいの文字を

平仮名表記としておりますが、法令等から引用

した場合は漢字表記としており、この資料にお

いても混在していることを御承知ください。 

◆時間は15分程度を予定しています。 

 

☆Ｑ＆Ａについては、全て研修で扱ってもかま

いませんし、各学校で必要と思われるものをピ

ックアップして扱ってもかまいません。 
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Ｑ１ 合理的配慮が必要だと考えられるの
は、どんな子どもですか。

( ) 診断のある子ども

( ) 「身体障害者手帳」や「療育手帳」
等を持っている子ども

( ) 診断等はないが、学習面や生活面で
困難さを抱えている子ども

◆それでは、いくつか質問をしますので、一緒

に考えていただければと思います。 

◆Ｑ１ 合理的配慮は、障がいのある子どもに

対し個別に必要とされるものであると説明が

ありますが、合理的配慮が必要だと考えられる

のは、どんな子どもだと思いますか？ 

◆（ ）に○×を入れてみてください。 

 

ス

ラ

イ

ド 

3 

( ○ ) 診断のある子ども

( ○ ) 「身体障害者手帳」や「療育手帳」
等を持っている子ども

( ○ ) 診断等はないが、学習面や生活面で
困難さを抱えている子ども

Ｑ１ 合理的配慮が必要だと考えられるの
は、どんな子どもですか。

◆では、確認します。 

◆全て○となります。全てにおいて合理的配慮

が必要であると考えられる場合があります。 
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「障害者基本法」における障害者の定義
第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語
の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによ
る。
１ 障害者 身体障害者、知的障害者、精神障害者
(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以
下｢障害｣と総称する。)がある者であって、障害及
び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活
に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
※「障害者差別解消法」における定義も同じ

診断書や「障害者手帳」等の有無は、判断
の基準ではない。

Ａ１ ◆その理由を説明します。「障がいの判断」イ

コール『診断書や「障害者手帳」の取得』と捉

えられがちですが、「障害者基本法」における

障がい者の定義には、「この法律において、次

の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該

各号に定めるところによる。一 障害者 身体

障害者、知的障害者、精神障害者（発達障害を

含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障

害」と総称する。）がある者であって、障害及

び社会的障壁により継続的に日常生活又は社

会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの

をいう。」と示されており、診断書や手帳等に

ついて触れられておりません。 

◆つまり、／診断書や「障害者手帳」等の有無

は、判断の基準ではありません。 

◆したがって、診断や手帳の有無に関わらず、

子どもが困っている状況があるならば、合理的

配慮を提供する必要があるということです。今

までも診断があるから支援する、診断がない子

は困っていても支援しないということはない

と思います。それと同じです。 

◆また、対象となるのは、特別支援学級や通級

による指導を受けている子どもだけではあり

ません。通常の学級にも対象となる子どもはい

ると思います。 
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Ｑ２ 合理的配慮において、本人・保護者

の意思の表明がない場合は、どうした

らよいですか。

◆Ｑ２ 障害者差別解消法の第７条に「障害者

から現に社会的障壁の除去を必要としている

旨の意思の表明があった場合において(中略)

社会的障壁の除去の実施について必要かつ合

理的な配慮をしなければならない。」とありま

した。では、本人・保護者の意思の表明がない

場合は、どうしたらよいと思いますか？ 

◆本人や保護者の表明、訴えがあればするが、

ない場合はしないですか？ 
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Ａ２

⑴ 合理的配慮の基本的考え方

なお、意思の表明が困難な障害者(中略)など、意

思の表明がない場合であっても、当該障害者が社会

的障壁の除去を必要としていることが明白である場

合は、法の趣旨に鑑みれば当該障害者に対して適切

と思われる配慮を提案するために建設的対話を働き

かけるなど、自主的な取組に努めることが望ましい。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
（平成27年２月24日 閣議決定）

教育の分野においては、意思の表明の有無や当該
事項を合理的配慮と呼ぶか呼ばないかでなく、そ
の障がいのある子どもが十分な教育を受けられる
かどうかの視点から判断していくことが重要

◆平成27年２月24日に閣議決定されました「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する基

本方針」では、「意思の表明がなくても合理的

配慮が必要であれば、法の趣旨を踏まえ、自主

的に取り組むことが望ましい」と書かれていま

す。 

◆つまり、本人や保護者からの表明、訴えがな

くても、教師が子どもの困難さに気が付き、必

要な支援を行うことが大切です。今までも保護

者や本人からの訴えがなくても支援してきた

と思います。それと同じです。 
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公立学校・教育委員会が取り組むべき内容

＜公的な教育機関としての役割＞

・調査研究協力者会議では、合理的配慮の出発

点となる「意思の表明」について、意思決定

を支援することも必要との意見も出た。

・公立学校は、子どもが社会に出てからも適切

な「意思の表明」ができるように、求める環

境を自分で選択したり、決定したりする力を

身につけるための教育を行う公的機関である

という、重要な役割を担っていることを忘れ

てはいけない。

※障害者差別解消法の実施に関する調査研究協力者会議より

◆意思の表明については、障害者差別解消法の

実施に関する調査研究協力者会議において、合

理的配慮の出発点となる「意思の表明」につい

て、意思決定を支援することも必要であるとい

う意見が出ました。 

◆意思の決定をするためには、自分にどういっ

た配慮があれば学びにくさや生きにくさが軽

減できるのかを知っておくことが必要となり

ますが、子どもは、明確には分かっていない場

合も多いです。そのために、子ども自身が自分

の得意なこと、苦手なことを理解するとともに

経験の中でどのような工夫や支援があれば、過

ごしやすくなるのかを理解できるようにかか

わることが重要となります。 
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Ｑ３ 本人・保護者から意思の表明のあっ

た合理的配慮について、全て提供しな

ければならないのですか。

◆Ｑ３ 本人・保護者から意思の表明のあった

合理的配慮について、全て提供しなければなら

ないと思いますか？ 

◆平成28年４月に障害者差別解消法が施行さ

れ、国公立の学校においては、合理的配慮の提

供は法令上義務化されました。 

◆一方、合理的配慮の定義において、「学校の

設置者及び学校に対して、体制面、財政面にお

いて、均衡を失した過度の負担を課さないも

の」と明記されており、提供側にも限界がある

ということが考慮されています。 

◆どうすればよいと思いますか？ 
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Ａ３

合理的配慮提供の検討に当たっての基本的な考え方

合理的配慮→「理にかなった変更・調整」

教育基本法第４条（教育の機会均等）

(第２項)

国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に

応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じ

なければならない。

障害者基本法第16条（教育）

国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、

かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにする

ため、（中略）必要な施策を講じなければならない。

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支

援教育の推進（報告）等

◆合理的配慮は、「理にかなった変更・調整」

と訳されます。 

◆教育基本法、障害者基本法のそれぞれに、「そ

の子どもが十分な教育を受けられる」というこ

とが書かれており、そして、中教審報告におい

ては「障害のある子どもの教育を受ける権利」

について書かれています。 

◆これらを踏まえて決定していきます。 
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合理的配慮提供の検討に当たっての基本的な考え方

＜検討事項例＞
・何のために、その合理的配慮を提供するのか？
・必要とされる合理的配慮は何か？
・何を優先して提供する必要があるか？
・体制面、財政面から均衡を失した、又は過度の負

担になっていないか？
・教育の目的・内容・機能の本質的な変更となって

いないか？

検討の結果、理にかなっていなければ、要望にあっ
た内容を提供できない場合もある。引き継き、十分
な情報提供を行うとともに、その子どもに十分な教
育を提供する視点から、代替の合理的配慮等につい
て、合意形成を図っていくことが重要。

◆その際、いくつかの検討していく視点があり

ます。例えば、「何のためにその合理的配慮を

提供するのか、何を優先するのか、過度の負担

になっていないか、本質的な変更となっていな

いか」など、これらの検討事項を踏まえながら、

検討した結果、例えば、本人・保護者からの要

望の内容を提供できない場合も当然出てきま

す。 

◆ただし、「提供できません」「合理的配慮はで

きません」とした終わりではなくて、引き続き

十分な情報提供を行うとともに、その子どもに

充分な教育を提供する観点から、代替の合理的

配慮等について合意形成を図っていくことが

重要となります。 
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(例)

この要望の本質は、文字の読みにくさに配慮

してほしいことであると考えられます。

要望の手段を活用することが難しい場合は、

保護者の要望の本質を踏まえ、他の手段を考え

ます。

例えば、拡大文字のプリントを利用する、タ

ブレット端末の拡大機能を利用するなど。

文字を読みやすくするため

に、拡大読書器を設置して

ほしいです。

◆例えば、弱視である本人やその保護者から

「文字を読みやすくするために、拡大読書器を

設置してほしい」という要望があったとしま

す。 

◆この要望の本質は、文字の読みにくさに配慮

してほしいことであると考えられます。 

◆そこで、要望の手段を活用することが難しい

場合は、本人・保護者の要望の本質を踏まえ、

例えば、拡大文字のプリントを利用する、タブ

レット端末の拡大機能を利用するなどの他の

手段を提案し、合意形成を図りつつ、合理的配

慮を検討し、決定して行くことが大切です。 
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Ｑ４ 合理的配慮や基礎的環境整備の事例

を知りたいのですが、どうすればよい

ですか。

◆Ｑ４ 合理的配慮や基礎的環境整備の事例

を知りたいのですが、どうすればよいですか。
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インクルーシブ教育システム
構築⽀援データベース（インクルＤＢ）

国立特別支援教育総合研究所 ◆合理的配慮や基礎的環境整備の事例につい

ては、国立特別支援教育総合研究所のホームペ

ージから見ることができます。 

◆／このホームページのインクルーシブ教育

システム構築支援データベースというところ

をクリックしていただくと、 
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実践事例データベース

◆このページが出てきまして、／合理的配慮実

践事例データベースというのが出てきます。こ

こをクリックすると、全国のモデル地域から集

まってきた「合理的配慮」の実践事例が出てき

ます。 
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◆インクルDB（データベース）の事例はスライ

ドに示した４点を踏まえたものとなっていま

す。 
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◆今後、先生方が「合理的配慮」を考える際の

参考資料とすることができると思いますので、

開いてみてください。 

◆以上で本日の研修を終わります。 

 

☆講義パッケージ３で紹介した事例もインク

ルDB（データベース）で紹介されている事例で

す。 

 


